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武
家
官
位
叙
任
を
め
ぐ
る
政
治
力
学

淺

井

良

亮

【
序
】

本
稿
の
目
的
は
、
幕
末
段
階
に
於
け
る
武
家
官
位
を
め
ぐ
る
政
治
力
学
の
変
転
、
そ
れ
を
素
描
す
る
こ
と
に
あ
る１

）
。

【
一
、
官
位
叙
任
の
傾
向
分
析
】

大
名
へ
の
官
位
叙
任
は
、
ま
ず
家
督
相
続
に
前
後
し
て
行
な
わ
れ
た
。
家
督
を
相
続
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
政
治
母
体
で
あ
る

家
政
組
織
を
代
表
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
家
督
相
続
を
果
た
す
と
、
彼
は
武
家
社
会
｜
こ
こ
で
は
専
ら
大
名
社
会
と
い
う
ほ
ど

の
意
味
で
あ
る
｜
に
参
入
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
社
会
に
身
を
置
く
以
上
、
単
独
す
る
一
個
体
と
し
て
存
立
し
得
な
い

た
め
で
あ
る
。
社
会
へ
参
入
す
る
た
め
に
は
、
彼
が
構
成
員
と
し
て
認
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
認
知
の
た
め
に
は
、
資
格
が
必

要
で
あ
る
。
近
世
武
家
社
会
に
於
け
る
そ
の
資
格
こ
そ
、
武
家
官
位
で
あ
っ
た
。

武
家
官
位
は
、
無
秩
序
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
規
律
下
に
授
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
武
家
官
位
が

武
家
社
会
の
家
格
調
整
要
素
と
し
て
機
能
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
官
位
叙
任
に
関
す
る
規
律
と
し
て
、「
寛
保
三
年
御
定
」
が
あ
る２

）
。

こ
こ
に
は
、
大
名
が
初
め
て
与
え
ら
れ
る
初
官
、
昇
進
年
数
、
昇
進
限
界
で
あ
る
極
位
極
官
、
な
ど
が
家
格
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
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昇
進
年
数
に
つ
い
て
は
、
在
任
三
〇
年
を
以
て
昇
進
、
と
い
う
文
言
が
散
見
さ
れ
る
。
だ
が
、
当
時
の
武
家
社
会
に
於
い
て
、
三
〇

年
以
上
の
家
督
保
持
を
成
し
得
た
大
名
は
稀
有
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
昇
進
年
数
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
の
通
り
に
運
用
さ
れ
る
こ

と
が
珍
し
く
な
り
、
次
第
に
形
骸
化
す
る
。
規
定
が
形
骸
化
す
れ
ば
、
官
位
昇
進
の
契
機
は
時
々
の
政
治
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
。
昇
進

を
是
と
す
る
の
か
、
ま
た
否
と
す
る
の
か
、
そ
の
判
断
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
官
位
昇
進
は
極
め
て
高
い
政
治
性
を
帯
び
る
こ
と
と

な
る
。

【
グ
ラ
フ
１
】
は
、
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
か
ら
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
に
宣
下
さ
れ
た
、
武
家
官
位
昇
進
件
数
を
グ
ラ
フ
化

し
た
も
の
で
あ
る３

）
。
こ
こ
に
は
家
督
相
続
に
伴
う
官
位
叙
任
は
含
ま
な
い
。
家
督
相
続
は
、
当
主
の
罹
病
や
死
去
と
い
う
、
偶
発
性
に

因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
、
家
督
相
続
に
伴
う
官
位
叙
任
も
、
ま
た
偶
発
的
要
素
が
大
き
い
た
め
で
あ
る
。

グ
ラ
フ
が
コ
ン
ス
タ
ン
ト
な
波
を
描
く
の
は
、
公
儀
要
職
経
験
者
へ
の
官
位
叙
任
の
た
め
で
あ
る
。
老
中
や
京
都
所
司
代
な
ど
、
徳

川
公
儀
の
要
職
経
験
者
へ
は
限
定
的
な
官
位
昇
進
が
認
め
ら
れ
た
。
当
人
は
従
四
位
下
侍
従
へ
の
、
世
子
は
四
品
（
無
官
の
従
四
位

下
）
へ
の
昇
進
で
あ
る
。
公
儀
要
職
者
は
一
定
の
周
期
を
以
て
交
代
す
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
に
伴
う
官
位
昇
進
も
、
ま
た
一
定
の
周

期
を
以
て
繰
り
返
さ
れ
る
。

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
グ
ラ
フ
か
ら
看
取
で
き
る
こ
と
は
、
幕
末
段
階
に
向
け
て
官
位
叙
任
件
数
が
増
加
す
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
以
降
、
そ
の
傾
向
は
顕
著
で
あ
る
。
特
に
、
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
の
叙
任
件
数
は
突
出
し
て

い
る
。
こ
の
年
は
、
対
外
的
に
は
横
浜
鎖
港
問
題
が
、
国
内
的
に
は
長
州
処
分
問
題
が
喫
緊
の
政
治
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
解
決
す

る
べ
く
、
参
豫
会
議
が
開
催
さ
れ
、
ま
た
瓦
解
し
た
。
官
位
叙
任
が
集
中
す
る
同
年
四
月
は
、
参
豫
会
議
瓦
解
期
に
該
当
す
る
。
参
豫

会
議
瓦
解
後
の
政
治
情
勢
を
打
開
す
る
た
め
、
公
儀
は
諸
大
名
へ
の
一
斉
推
任
叙
を
行
い
、
彼
ら
の
政
治
協
力
を
取
り
付
け
よ
う
と
目

論
み
た４

）
。
一
斉
推
任
叙
宣
下
は
公
儀
の
政
治
的
期
待
の
表
象
で
あ
っ
た
。

こ
れ
と
逆
説
的
に
連
結
す
る
の
が
、
武
家
官
位
の
停
止
で
あ
る
。
幕
末
段
階
に
の
み
執
行
さ
れ
た
こ
の
現
象
は
、
彼
の
武
家
社
会
構
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成
員
と
し
て
の
資
格
を
停
止
す
る
政
治
処
分
で
あ
る５

）
。
政
治
処
分
と
は
、
そ

の
者
に
対
す
る
政
治
的
失
望
の
表
れ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
万
延
元
年
以
降
の
官
位
叙
任
件
数
の
増
加
は
、
徳
川
公
儀
に
よ

る
特
定
個
人
へ
の
政
治
的
評
価
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、【
グ
ラ
フ
１
】
と
近
似
す
る
軌
跡
を
描
く
の
が
、【
グ
ラ
フ

２
】
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
時
期
の
極
位
極
官
超
越
件
数
を
グ
ラ
フ
化
し
た

も
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
大
名
は
家
格
ご
と
に
昇
進
限
界
、
す
な

わ
ち
極
位
極
官
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
超
越
と
は
、
規
定
か
ら
の
逸
脱

を
意
味
す
る
。
文
政
年
間
ま
で
超
越
事
例
が
稀
有
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
む
し

ろ
当
然
で
あ
る
。

極
位
極
官
超
越
の
最
初
の
山
は
、
天
保
年
間
に
確
認
で
き
る
。
こ
の
背
景

に
は
、
十
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
と
の
縁
組
が
あ
っ
た
。
家
斉
は
実
子
の
多
く

を
諸
大
名
家
へ
養
子
と
し
て
縁
組
し
た
。
鳥
取
池
田
家
（
十
三
男
乙
五
郎
、

後
の
斉
衆
）、
津
山
松
平
家
（
十
四
男
銀
之
助
、
後
の
斉
民
）、
浜
田
松
平
家

（
二
十
男
徳
之
佐
、
後
の
斉
良
）、
福
井
松
平
家
（
二
十
二
男
民
之
助
、
後

の
斉
善
）、
阿
波
蜂
須
賀
家
（
二
十
二

（ママ）
男
松
菊
、
後
の
斉
裕
）、
川
越
松
平
家

（
二
十
五
男
紀
五
郎
、
後
の
斉
省
）、
明
石
松
平
家
（
二
十
六
男
周
丸
、
後

の
斉
宣
）
な
ど
で
あ
る６

）
。
彼
ら
は
、
徳
川
将
軍
家
と
縁
戚
関
係
を
有
す
る
こ

と
で
、
官
位
昇
進
を
宣
下
さ
れ
た
。
叙
任
さ
れ
た
武
家
官
位
は
、
本
来
の
家

【グラフ１】官位昇進件数
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格
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

縁
戚
関
係
の
形
成
は
養
子
縁
組
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
輿
入
も
縁
戚
関
係

の
一
つ
で
あ
る
。
家
斉
の
子
女
が
輿
入
し
た
大
名
は
、
会
津
松
平
家
（
十
五

女
幸
子
が
容
衆
に
輿
入
）、
佐
賀
鍋
島
家
（
十
八
女
国
子
が
斉
正
に
輿
入
）、

萩
毛
利
家
（
十
九
女
操
子
が
斉
広
に
輿
入
）、
金
沢
前
田
家
（
二
十
一
女
偕

子
が
斉
泰
に
輿
入
）、
広
島
浅
野
家
（
二
十
五
女
貴
子
が
斉
粛
に
輿
入
）
な

ど
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
家
斉
の
子
女
を
娶
る
こ
と
で
、
官
位
昇
進
を
果
た
し

た
。
そ
の
際
に
叙
任
さ
れ
た
武
家
官
位
は
、
極
位
極
官
ま
で
は
到
達
し
な
か

っ
た
。
養
子
縁
組
と
の
差
別
化
で
あ
る
。

ま
た
、
鹿
児
島
島
津
家
の
場
合
は
、
自
ら
の
子
女
を
徳
川
将
軍
家
に
輿
入

さ
せ
た
。
重
豪
の
子
女
茂
姫
、
家
斉
正
室
と
な
っ
た
広
大
院
で
あ
る
。
島
津

家
は
、
広
大
院
を
通
じ
て
形
成
し
た
縁
戚
に
よ
り
、
官
位
昇
進
を
果
た
し
た
。

天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
の
斉
興
参
議
昇
進
で
あ
る
。
こ
の
年
、
十
二
代
将

軍
家
慶
の
征
夷
大
将
軍
就
職
に
伴
っ
て
、「
御
三
家
方
始
御
続
柄
ノ
面
々
」

へ
「
格
別
ノ
昇
進
」
が
仰
出
さ
れ
た７

）
。
島
津
家
に
は
「
当
時
御
由
緒
モ
有
之

殊
ニ

大
御
所
様
ヨ
リ
厚
被

仰
進
候
御
旨
」
が
あ
り
、
当
主
斉
興
が
「
宰

相
」
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
昇
進
は
「
勿
論
家
格
ニ
ハ
不
相
成
」
と
、
斉
興

一
代
限
り
の
も
の
と
さ
れ
た
が
、
島
津
家
に
と
っ
て
は
異
例
の
官
位
昇
進
で

あ
っ
た
。

【グラフ２】極位極官超越件数
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家
斉
と
の
縁
戚
形
成
に
よ
る
極
位
極
官
超
越
は
、
徳
川
将
軍
家
と
の
血
縁
の
濃
淡
が
官
位
叙
任
に
結
合
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
武
家
官
位
の
構
造
は
、
徳
川
将
軍
家
を
頂
点
と
し
た
、
極
め
て
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ッ
シ
ュ
な
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
新
し
く
派
生
し
た
血
縁
に
即
し
て
、
官
位
叙
任
を
施
す
こ
と
は
、
当
然
の
措
置
で
あ
る
。
た
だ
、
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、

そ
の
血
縁
の
濃
淡
が
家
斉
個
人
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

家
斉
に
よ
る
縁
戚
大
名
へ
の
官
位
叙
任
は
、
一
つ
の
動
き
を
惹
起
し
た
。
大
名
に
よ
る
官
位
昇
進
運
動
で
あ
る
。
縁
戚
に
よ
る
昇
進

を
得
な
か
っ
た
大
名
は
、
昇
進
を
得
た
大
名
と
の
間
に
生
じ
る
格
差
を
意
識
し
始
め
た
。
昇
進
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か

し
暫
時
的
に
家
格
差
が
生
じ
る
。
家
格
が
異
な
れ
ば
、
武
家
社
会
に
於
け
る
存
在
意
義
す
ら
も
異
な
る
。
本
来
同
格
で
あ
っ
た
大
名
に

と
っ
て
、
そ
れ
は
承
服
し
難
い
事
態
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
多
様
な
理
由
を
駆
使
し
、
公
儀
に
昇
進
を
願
い
出
た
。
彼
ら
の
行
動
は
、
猟

官
運
動
と
し
て
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が８

）
、
大
名
間
の
家
格
差
を
自
ら
補
正
し
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。

【
グ
ラ
フ
２
】
に
於
け
る
ピ
ー
ク
は
、
安
政
年
間
に
始
ま
る
。
こ
れ
は
、【
グ
ラ
フ
１
】
に
見
え
る
、
官
位
昇
進
件
数
増
加
と
照
応

す
る
。
政
治
的
評
価
に
応
じ
て
官
位
叙
任
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
公
儀
の
政
治
的
期
待
は
、
無
作
為
に
放
出
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
大
身
大
名
や
溜
間
詰
譜
代
な
ど
、
そ
の
期
待
を
担
い
得
る
だ
け
の
限
ら
れ
た
者
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
同
一
人
物
に
対
し
、
複
数
回
の
官
位
昇
進
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
複
数
回
の
官
位
昇
進
が
、
し
か
も
極
め
て
短
期

間
で
執
行
さ
れ
た
た
め
、
極
位
極
官
へ
の
到
達
が
早
々
に
実
現
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
武
家
官
位
の
イ
ン
フ
レ
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関

わ
ら
ず
、
安
政
期
以
降
、
内
外
の
政
治
問
題
は
複
雑
化
の
一
途
を
辿
る
。
公
儀
に
と
っ
て
諸
大
名
の
協
力
が
不
可
欠
と
な
る
、
そ
う
し

た
政
治
状
況
が
現
出
す
る
。
彼
ら
の
協
力
を
確
保
す
る
た
め
、
官
位
叙
任
が
政
治
利
用
さ
れ
る
。
そ
こ
で
極
位
極
官
の
超
越
を
忌
避
し

な
い
意
識
が
広
が
る
の
で
あ
っ
た
。
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【
二
、
叙
任
対
象
の
論
理
的
変
質
】

大
名
へ
の
官
位
叙
任
に
於
い
て
、
そ
の
対
象
は
当
主
も
し
く
は
世
子
と
さ
れ
た
。

当
主
は
、
家
督
を
相
続
し
、
自
ら
の
家
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
る
。
大
名
は
、
主
体
性
を
持
つ
政
治
個
体
と
い
う
意
味
に
於
い
て
人

格
的
存
在
で
あ
り
、
家
政
組
織
の
代
表
者
と
い
う
意
味
に
於
い
て
非
人
格
的
存
在
で
あ
る
。

世
子
は
、
家
督
を
継
ぐ
こ
と
を
約
束
さ
れ
た
、
未
来
の
当
主
た
る
存
在
で
あ
る
。
世
子
に
は
、
即
時
的
な
政
治
的
期
待
や
政
治
的
役

割
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
が
当
主
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
近
未
来
へ
の
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

隠
居
と
は
、
家
督
を
譲
り
、
大
名
社
会
か
ら
退
い
た
存
在
で
あ
る
。
彼
に
は
、
豊
か
な
政
治
経
験
が
備
わ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
老
公
」
な
ど
と
呼
称
さ
れ
、
家
政
の
レ
ベ
ル
に
於
い
て
、
そ
の
政
治
経
験
を
発
揮
す
る
こ
と
は
あ
り
得
た
。
し
か
し
、
家
督
を
譲
っ

た
以
上
、
家
政
組
織
を
代
表
し
て
武
家
社
会
に
関
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
公
式
に
は
容
認
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
の
武
家
官
位
そ
の
も
の
が
表
象
し
て
い
る
。
当
主
が
退
隠
す
る
と
、
例
え
ば
「
肥
前
前
中
将
」
の

よ
う
に
、
彼
の
官
職
名
に
は
「
前
」
の
字
が
付
さ
れ
た
。
過
去
性
の
付
与
で
あ
る
。
彼
に
授
け
ら
れ
た
官
職
が
過
去
の
も
の
と
な
る
こ

と
で
、
そ
の
武
家
官
位
は
不
完
全
な
も
の
と
な
る
。
武
家
社
会
へ
の
参
入
資
格
が
不
完
全
な
も
の
と
な
る
た
め
、
社
会
へ
の
関
与
も
一

定
の
制
限
化
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
島
津
久
光
の
よ
う
な
「
厄
介
之
身
分
」
に
と
っ
て
、
問
題
は
深
刻
で
あ
る
。
久
光
は
無
位
無
官
の
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、

当
主
経
験
が
な
い
。
彼
の
政
治
的
権
威
の
源
泉
は
、
当
主
茂
久
の
実
父
と
い
う
、
極
め
て
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
が

「
国
父
」
と
称
名
さ
れ
、
い
か
な
る
政
治
的
期
待
を
担
お
う
と
も
、
無
位
無
官
で
あ
る
以
上
、
武
家
社
会
の
構
成
員
と
し
て
公
式
に
認

知
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
久
光
は
官
位
獲
得
を
渇
望
す
る
の
で
あ
っ
た９

）
。

こ
う
し
た
叙
任
対
象
論
理
の
枠
外
に
あ
っ
た
の
は
、
御
三
家
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
隠
居
後
に
武
家
官
位
が
授
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
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た
。
そ
の
理
由
は
、
幕
政
が
徳
川
将
軍
家
の
家
政
的
側
面
を
有
す
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
水
戸
徳
川
家
斉
昭
の
よ
う
に
、
隠
居
身
分
に
て
も
幕
政
に
参
与
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
元
治
元
年
、
こ
う
し
た
叙
任
論
理
が
変
容
す
る
こ
と
に
な
る
。
隠
居
や

「
厄
介
之
身
分
」
の
者
に
武
家
官
位
が
叙
任
さ
れ
た
。【
表
】
は
、
そ
れ
を
一
覧
に
し
た

も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
彼
ら
に
武
家
官
位
が
叙
任
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
解
答
は
、
先
に
触
れ

た
、
参
豫
会
議
開
催
に
あ
る
。

万
延
元
年
の
桜
田
門
外
の
変
に
よ
っ
て
、
政
局
で
は
大
老
井
伊
直
弼
に
代
わ
る
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
が
不
在
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
政
治
情
況
に
於
い
て
、
政
治
的
期
待
を
集
め
た

の
が
一
橋
慶
喜
で
あ
る
。
同
時
に
、
彼
を
支
持
し
た
大
名
、
い
わ
ゆ
る
旧
一
橋
派
大
名
へ

の
政
治
的
期
待
も
高
ま
っ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
、
い
わ
ゆ
る
安
政
の
大
獄
に
よ
っ
て
、
武

家
社
会
の
表
舞
台
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
に
は
豊
か
な
政
治
経
験
が
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
へ
の
期
待
と
役
割
の
比
重
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
政
治
情
況
が
創
出
さ
れ
る
と
、
彼
ら
を
正
式
な
社
会
構
成
員
と
し
て
認
知

す
る
必
要
が
生
じ
る
。
官
位
叙
任
の
必
要
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
官
位
叙
任
の
枠
外
の
者

を
、
枠
組
の
内
側
へ
包
摂
す
る
作
業
で
あ
る
。
こ
う
し
た
既
存
の
秩
序
を
変
転
さ
せ
る
に

は
、
大
き
な
政
治
力
学
が
作
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
想
起
さ
れ
る
の
が
、
徳
川

斉
昭
の
存
在
で
あ
る
。
彼
は
、
御
三
家
の
家
格
で
あ
っ
た
が
、
新
た
な
武
家
官
位
が
叙
任

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
嘉
永
〜
安
政
期
の
幕
政
に
与
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
斉
昭
の
事
例
を

【表】元治元年の隠居官位叙任

日 付 名 家 官 位

１月14日 島 津 久 光 鹿児島島津家 従四位下左近衛権少将

４月10日 伊 達 宗 城 宇和島伊達家 左近衛権少将

４月11日 島 津 久 光 鹿児島島津家 従四位上左近衛権中将

４月17日 松 平 慶 永 福 井 松 平 家 正四位上参議

〃 鍋 島 閑 叟 佐 賀 鍋 島 家 参議

〃 山 内 容 堂 高 知 山 内 家 従四位上左近衛権少将

〃 伊 達 宗 城 宇和島伊達家 従四位上

出典：『維新史料綱要』巻五
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敷
衍
す
れ
ば
、
さ
ほ
ど
の
力
学
的
作
用
を
必
要
と
し
な
い
。
文
久
年
間
、
新
た
な
官
位
叙
任
の
な
い
ま
ま
に
、
隠
居
た
ち
の
政
治
活
動

は
認
知
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

事
態
を
大
き
く
変
転
さ
せ
た
の
は
、
参
豫
会
議
で
あ
る
。
公
儀
と
朝
廷
は
、
国
事
問
題
処
理
の
た
め
、「
参
豫
」
の
任
を
設
け
た10

）
。

参
豫
と
は
、
朝
議
に
参
加
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。
参
豫
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
会
津
松
平
家
容
保
を
除
き
、
凡
そ
隠

居
身
分
の
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
豊
か
な
政
治
経
験
を
有
す
る
彼
ら
へ
の
政
治
的
期
待
と
、
何
よ
り
家
政
か
ら

解
放
さ
れ
た
自
由
な
政
治
的
立
場
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

と
こ
ろ
が
、
障
壁
と
な
っ
た
の
は
、
朝
議
列
席
の
た
め
の
参
内
資
格
で
あ
る
。
久
光
へ
の
参
豫
任
命
に
際
し
、「
参
豫
仰
出
さ
る
ゝ

に
、
官
位
な
く
て
ハ
参
内
に
も
差
支
不
都
合11

）
」、「
無
位
官
に
て
ハ
昇
殿
さ
し
支
候
」
と12

）
、
無
位
無
官
で
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。

無
位
無
官
で
あ
れ
ば
昇
殿
が
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
律
令
に
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
律
令
で
は
、
官
位
を
有
さ
ね
ば
、
朝
議

が
開
催
さ
れ
る
政
治
的
空
間
へ
の
出
入
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
武
家
官
位
と
は
い
え
、
官
位
そ
の
も
の
が
律
令
規
定
下
に
存
在
す
る
以

上
、
彼
ら
に
も
そ
の
論
理
が
適
応
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
参
内
資
格
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
土
佐
山
内
家
容
堂
に
も
向
け
ら
れ
、「
容
堂
身
分
ニ
相
成
候
而
ハ
参

内
も
只
今
難
仕
候
」
と

さ
れ
た13

）
。「
土
佐
前
侍
従
」
と
い
う
、
現
役
官
職
を
保
持
し
な
い
立
場
で
は
、
参
内
昇
殿
が
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
結

果
的
に
宣
下
は
参
豫
会
議
後
の
こ
と
と
な
る
が
、
彼
ら
へ
の
官
位
叙
任
が
検
討
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
、
宇
和
島
伊
達
家
宗
城
の
参
内
昇
殿
資
格
は
問
題
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
隠
居
身
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼

が
、
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
の
致
仕
と
同
時
に
、「
伊
予
守
」
を
拝
任
し
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
受
領
名
と

い
え
ど
も
、
官
位
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
事
後
的
で
あ
る
が
、
久
光
に
「
大
隅
守
」
が
、
福
井
松
平
家
慶
永
に
「
大
蔵
大
輔
」
の
官
途

が
下
さ
れ
た
こ
と
も
問
題
を
同
じ
く
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
官
位
叙
任
の
枠
外
に
身
を
置
く
隠
居
や
厄
介
身
分
の
者
は
、
彼
ら
へ
の
政
治
的
期
待
の
増
幅
と
参
豫
会
議
開
催
と
い
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う
政
治
的
文
脈
に
よ
り
、
叙
任
対
象
の
枠
内
へ
と
次
第
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

【
三
、
反
作
用
の
力
学
】

し
か
し
、
こ
う
し
た
官
位
叙
任
を
め
ぐ
る
秩
序
の
変
容
、
す
な
わ
ち
政
治
的
期
待
が
惹
起
す
る
極
位
極
官
超
越
と
隠
居
叙
任
は
全
幅

の
賛
同
を
獲
得
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
秩
序
の
変
容
が
進
む
に
つ
れ
、
逆
ベ
ク
ト
ル
の
力
学
が
生
じ
た14

）
。

こ
れ
を
検
討
す
る
好
例
が
、
島
津
久
光
へ
の
官
位
叙
任
問
題
で
あ
る15

）
。
こ
の
一
件
か
ら
は
、
官
位
が
有
し
た
家
格
調
整
機
能
を
め
ぐ

る
相
克
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
七
月
、
朝
廷
は
「
亡
兄
故
中
将
之
遺
命
を
守
り
、
今
度
抽
丹
誠

皇
国
ニ
精
忠
を
尽
し
、
猶
又

公
武
御

栄
久
之
基
本
を
周
旋
致
し
候
段
、
御
感
悦
不
斜
候
」
を
理
由
に
、
久
光
へ
の
「
従
四
位
上
中
将

御
推
任
叙
」
を
決
定
し
た16

）
。
江
戸
へ

下
向
し
た
勅
使
大
原
重
徳
は
、
こ
の
一
件
を
老
中
や
一
橋
慶
喜
に
働
き
か
け
た17

）
。
大
原
の
周
旋
に
対
し
、
松
平
春
嶽
は
「
三
郎
如
何
程

大
功
御
坐
候
迚
、
従
四
位
之
中
将
に
被
叙
任
候
而
ハ
、
余
之
超
越
、
不
都
合
に
ハ
無
之
哉
」
と
難
色
を
示
し
た
。
久
光
は
「
厄
介
之
身

分
」
に
も
関
わ
ら
ず
、「
突
然
極
官
に
昇
候
て
ハ
、
諸
大
名
落
付
不
申
」
と
い
う
の
で
あ
る18

）
。
慶
喜
も
「
中
将
ハ
武
家
極
官
之
姿
ニ
相

成
有
之
処
、
此
度
三
郎
一
時
ニ
超
越
叙
任
ニ
相
成
候
而
ハ
、
諸
侯
一
体
ニ
落
付
申
間
敷
」
と
、
春
嶽
と
同
様
に
述
べ
た
。
そ
し
て
、

「
此
格
例
を
忽
体
ニ
及
ほ
す
時
ハ
、
是
迄
之
中
将
ハ
宰
相
ニ
不
相
進
し
て
ハ
難
適
」
と
し
、
そ
う
な
っ
て
は
「
諸
侯
之
官
位
乱
礼
ニ
及

ひ
、
武
家
之
制
度
相
立
兼
」
ね
る
と
い
う19

）
。
こ
う
し
て
、
久
光
へ
の
官
位
叙
任
は
一
旦
頓
挫
す
る
こ
と
と
な
る
。

文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
一
二
月
、
久
光
参
豫
任
命
に
際
し
、
再
び
官
位
叙
任
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
慶
喜
は
「
三
郎
殿
家

統
を
続
か
る
れ
ハ
、
従
四
位
中
将
な
る
へ
け
れ
と
、
家
統
を
続
か
れ
す
ハ
、
位
ハ
従
四
位
に
て
官
ハ
少
将
か
侍
従
か
な
る
へ
し
」
と
語

っ
て
お
り
、
既
に
厄
介
身
分
の
久
光
へ
の
官
位
叙
任
は
問
題
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
慶
喜
は
「
三
郎
殿
を
官
位
に
叙
任
せ
ら

る
ゝ
事
と
な
れ
ハ
、
宇
和
島
殿
・
土
州
殿
に
も
官
位
を
進
め
ら
れ
す
て
ハ
、
詮
衡
基
準
を
失
ふ
へ
き
か
」
と
、
宗
城
・
容
堂
へ
の
配
慮
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か
ら
叙
任
を
留
保
し
た20

）
。
こ
の
配
慮
は
、
参
内
昇
殿
の
際
の
「
座
順
」
で
あ
る21

）
。
こ
の
件
に
関
し
て
は
、「
両
人
と
も
異
存
あ
る
へ
か

ら
す
」
と
し
て
、
正
月
一
四
日
付
で
従
四
位
下
少
将
が
下
さ
れ
た22

）
。

こ
の
よ
う
に
、
武
家
官
位
叙
任
を
め
ぐ
っ
て
は
、
武
家
官
位
が
機
能
さ
せ
て
き
た
大
名
間
の
家
格
調
整
と
い
う
点
か
ら
、
留
保
が
繰

り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
件
以
外
に
も
、
秩
序
変
容
へ
の
反
作
用
的
事
例
は
複
数
確
認
で
き
る
。

元
治
元
年
正
月
、
参
豫
会
議
に
関
与
し
た
熊
本
細
川
家
の
長
岡
澄
之
助
・
良
之
助
兄
弟
に
、
官
位
叙
任
の
噂
が
持
ち
上
が
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
、
国
元
か
ら
は
「
御
周
旋
者
則
太
守
様
御
周
旋
ニ
相
違
ハ
不
被
為
在
」
で
あ
る
か
ら
、「
御
二
方
様
」
に
対
し
て
「
萬
々
一

左
様
之
御
運
ニ
共
相
成
候
而
者
以
之
外
之
御
事
」
と
言
い
、「
譬
被
為
蒙
仰
候
共
直
様
御
断
被
仰
立
候
外
ハ
無
之
候
」
と
指
示
が
な
さ

れ
た23

）
。
現
実
と
し
て
奔
走
す
る
長
岡
兄
弟
の
周
旋
功
績
は
、「
太
守
」
で
あ
る
当
主
慶
順
に
よ
る
も
の
、
と
の
認
識
で
あ
る
。

同
年
四
月
、
参
議
を
推
任
さ
れ
た
佐
賀
鍋
島
家
閑
叟
は
、「
最
早
退
隠
之
身
分
ニ
も
有
之
、
彼
是
以
不
相
応
之
奉
蒙

御
賞
典
、
何

分
御
請
申
上
候
儀
不
任
心
底
候
」
と
、
隠
居
身
分
を
理
由
に
辞
退
を
申
し
入
れ
た24

）
。
こ
れ
は
閑
叟
の
日
和
見
的
態
度
の
表
れ
で
あ
る
。

日
和
見
的
態
度
と
は
、
極
め
て
高
度
な
政
治
リ
ア
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
静
観
的
政
治
態
度
と
も
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
極
位
極
官
の
超
越
や
隠
居
へ
の
叙
任
が
行
わ
れ
始
め
た
時
、
こ
う
し
た
秩
序
変
容
へ
の
反
作
用
が
複
数
現
出
し
始
め

た
の
で
あ
る
。

【
結
】

近
世
武
家
官
位
の
最
た
る
機
能
は
、
大
名
間
の
家
格
調
整
機
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
近
世
を
通
じ
て
次
第
に
形
成
さ
れ
た
、
秩
序

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

武
家
官
位
は
、
幕
末
と
い
う
政
治
的
混
乱
期
を
迎
え
る
中
で
、
次
第
に
政
治
ツ
ー
ル
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
政
治
的
期
待
の
表
象
と

一
七
〇



し
て
、
官
位
叙
任
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
徳
川
公
儀
や
朝
廷
の
期
待
を
担
い
得
る
存
在
は
、
豊
か
な
政
治
経
験
と
家
政
か
ら
自
由
な
政

治
的
立
場
を
保
持
し
た
、
隠
居
身
分
の
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
に
武
家
官
位
が
叙
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
既
存
の
官
位
秩
序
を
変
容
さ
せ
る
作
業
は
、
容
易
に
進
行
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
政
治
的
相
克
の
結
果
、

辛
う
じ
て
生
み
出
さ
れ
た
産
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
辞
退
者
の
出
現
な
ど
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ＝

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
現
象
が
生
じ
た
。

以
上
、
幕
末
に
於
け
る
武
家
官
位
を
め
ぐ
る
政
治
力
学
の
変
転
を
素
描
し
た
。
こ
れ
を
基
に
し
た
個
別
検
討
の
蓄
積
、
そ
れ
が
今
後

の
課
題
で
あ
る
。

註１
）

近
世
武
家
社
会
に
於
い
て
、
武
家
官
位
は
重
要
な
政
治
要
素
で

あ
っ
た
。
石
高
の
多
寡
や
江
戸
城
詰
間
（
殿
席
）
と
同
じ
く
、
大

名
の
家
格
を
表
象
す
る
要
素
で
あ
っ
た
。
本
稿
が
武
家
官
位
を
素

材
と
す
る
所
以
は
、
こ
の
点
に
あ
る
。

近
世
武
家
官
位
研
究
に
つ
い
て
は
、
堀
新
氏
に
よ
る
研
究
史
整

理
が
あ
る
（
堀
「
近
世
武
家
官
位
試
論
」、『
歴
史
学
研
究
』
703
、

青
木
書
店
、
一
九
九
七
）。
堀
氏
は
武
家
官
位
解
体
期
の
研
究
不

在
を
指
摘
す
る
。
管
見
の
限
り
、
解
体
期
を
扱
っ
た
検
討
は
、
藤

井
讓
治
・
箱
石
大
・
佐
藤
宏
之
の
三
氏
に
よ
る
仕
事
し
か
な
い

（
藤
井
「
明
治
国
家
に
お
け
る
位
階
に
つ
い
て
」、『
人
文
学
報
』

67
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
〇
。
箱
石
「
幕
末
期

武
家
官
位
制
の
改
変
」、『
日
本
歴
史
』
577
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九

九
六
。
同
「
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
武
家
官
位
の
変
質
」、
橋

本
政
宣
編
『
近
世
武
家
官
位
の
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一

九
九
九
。
佐
藤
「
十
九
世
紀
の
政
権
交
代
と
武
家
官
位
」、『
近
世

大
名
の
権
力
編
成
と
家
意
識
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
）。
本

稿
が
近
世
武
家
官
位
解
体
期
を
扱
う
所
以
は
、
こ
う
し
た
研
究
状

況
を
鑑
み
て
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
堀
氏
は
近
世
武
家
官
位
の
通
時
的
理
解
を
必
要
と
唱
え

る
。
本
稿
が
巨
視
的
視
野
か
ら
の
分
析
を
試
み
る
所
以
は
、
こ
の

指
摘
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
。

2
）
『
徳
川
礼
典
録
』
上
、
原
書
房
、
一
九
八
二
覆
刻
、
一
九
四
〇

初
出
、
三
三
五
〜
三
三
八
頁
。

3
）

分
析
始
点
を
天
明
七
年
に
設
定
し
た
の
は
、
十
一
代
将
軍
家
斉

の
治
世
開
始
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
に
因
る
。
将
軍
去
就
は
大
き
な

政
治
的
転
換
点
で
あ
る
。
本
稿
の
分
析
時
期
を
武
家
官
位
の
解
体

期
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
政
治
的
混
乱
期
で
あ
る
幕

末
期
に
相
当
す
る
。
幕
末
期
の
始
点
に
つ
い
て
は
、
明
治
維
新
研

究
史
上
、
時
期
区
分
論
争
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
、
時
期
区
分

論
の
如
何
な
る
立
場
を
も
包
摂
し
、
し
か
も
通
時
的
理
解
を
試
み

る
た
め
、
家
斉
就
職
を
始
点
と
し
た
。

一
七
一
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4
）

拙
報
告
「
幕
末
政
局
と
武
家
官
位
」（
鷹
陵
史
学
会
二
〇
〇
九

年
度
年
次
研
究
大
会
）。

5
）

前
掲
箱
石
「
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
武
家
官
位
の
変
質
」。

6
）
『
平
成

新
修
華
族
家
系
大
成
』
上
・
下
巻
、
霞
会
館
、
一
九
九
六
。

7
）
『
鹿
児
島
県
史
料

島
津
斉
宣

斉
興
公
史
料
』
鹿
児
島
県
、
一
九
八
五
、

二
七
五
頁
。

8
）

堀
新
氏
は
、
官
位
叙
任
の
在
地
効
果
説
を
検
証
す
る
た
め
、
官

位
昇
進
運
動
を
検
討
し
た
（
堀
「
大
名
の
官
位
と
「
家
政
」「
国

政
」」、
岡
山
藩
研
究
会
編
『
藩
世
界
の
意
識
と
関
係
』
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
〇
）。
こ
こ
で
は
願
書
の
レ
ト
リ
ッ
ク
分
析
が
中
心
と
さ

れ
て
お
り
、
当
該
期
に
大
名
が
昇
進
運
動
を
行
っ
た
政
治
的
背
景

に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

9
）

笹
部
昌
利
「
島
津
久
光
」（
笹
部
編
『
幕
末
維
新
人
物
新
論
』

昭
和
堂
、
二
〇
〇
九
）。

10
）

原
口
清
「
参
預
考
」（『
原
口
清
著
作
集
１

幕
末
中
央
政
局
の

動
向
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
）。

11
）
『
続
再
夢
紀
事
』
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
覆
刻
、

一
九
二
一
初
出
、
三
三
二
頁
。

12
）
『
伊
達
宗
城
在
京
日
記
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
覆
刻
、

一
九
一
六
初
出
、
二
八
三
頁
。

13
）
『
伊
達
宗
城
在
京
日
記
』
二
九
七
頁
。

14
）

三
谷
博
『
明
治
維
新
を
考
え
る
』
有
志
舎
、
二
〇
〇
六
。

15
）

島
津
久
光
へ
の
官
位
叙
任
問
題
に
関
す
る
論
稿
は
、
前
掲
箱
石

「
幕
末
期
武
家
官
位
制
の
改
変
」
や
芳
即
正
「
島
津
久
光
の
官
位

叙
任
問
題
」（『
地
域
・
人
間
・
科
学
』
5
、
鹿
児
島
純
心
女
子
短

期
大
学
地
域
人
間
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
一
）
が
あ
る
。

16
）

文
久
二
年
七
月
付
御
沙
汰
書
（『
中
山
忠
能
履
歴
資
料
』
三
、

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
覆
刻
、
一
九
三
三
初
出
、
四
二
八

頁
）。

17
）

文
久
二
年
八
月
一
二
日
付
中
山
忠
能
・
正
親
町
三
条
実
愛
宛
大

原
重
徳
書
翰
（『
中
山
忠
能
履
歴
資
料
』
三
、
四
三
五
〜
四
三
七

頁
）。

18
）
『
再
夢
紀
事
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
覆
刻
、
一
九
二

二
初
出
、
一
八
六
頁
。

19
）
『
再
夢
紀
事
』
一
九
一
〜
一
九
二
頁
。

20
）
『
続
再
夢
紀
事
』
二
、
二
九
七
〜
二
九
八
頁
。

21
）
『
続
再
夢
紀
事
』
二
、
三
四
四
頁
。

22
）
『
続
再
夢
紀
事
』
二
、
三
四
九
頁
。

23
）
「
元
治
元
年
尊
攘
録
自
筆
状
」（『
改訂

肥
後
藩
国
事
史
料
』
巻
四
、

国
書
刊
行
会
、
一
九
七
三
覆
刻
、
一
九
三
一
初
出
、
五
二
九
〜
五

三
〇
頁
）。

24
）
「
国
事
書
類
写
」（『
九
条
家
国
事
記
録
』
一
、
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
七
一
覆
刻
、
一
九
二
一
初
出
、
二
五
四
〜
二
五
六
頁
）。

一
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